
 

 

企画・発行 上野税理士法人  
〒１０３－００２８ 東京都中央区八重洲１丁目５－１５ 荘栄建物ビル８階 

２０１７．０９．２０号 

「平成 30 年度介護報酬改定の行方と新介護保険制度 

                         これでＯＫ！大激変の平成 30 年度への事前準備と対策」 

日時： １０月２３日（月） １３：３０－１６：３０  講師： 小濱 道博氏 (小濱介護経営事務所 代表) 

会場： 港区立商工会館 【JR 浜松町駅 徒歩約５分】 （詳しくは、http://www.care-mas.com まで） 

講師： 小濱 道博氏 (小濱介護経営事務所 代表)   

 
は以下のとおり。 

 

【配偶者保護のための方策（持戻し免除の意思表示推定

規定）】 

婚姻期間が 20年以上である夫婦の一方が他方に対

し、居住用不動産を遺贈又は贈与した場合は、持戻しの

免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割におい

ては原則、当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする

（特別受益として扱わずに計算できる）。なお、被相続

人が異なる意思を表示している場合には、本方策は適用

されない。 

【仮払い制度等の創設・要件明確化】 

（1）家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方

策・・・預貯金債権の仮分割の仮処分について、家庭裁

判所は、遺産分割の審判又は調停の申し立てがあった場

合に、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の

支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行

使する必要があるときは、他の共同相続人の利益を害し

ない限り、申し立てにより、遺産に属する特定の預貯金

債権の全部又は一部を仮に取得させることができる。 

（2）家庭裁判所の判断を経ないで、預貯金の払戻しを

認める方策・・・各共同相続人は遺産に属する預貯金債

権のうち、「相続開始時の預貯金債権の額×20％×当該

払戻しを求める共同相続人の法定相続分」で計算した額

（同一の金融機関に対する権利行使は 100万円が限度）

については、単独でその権利を行使することができる。 

【一部分割】 

共同相続人が遺産の一部について、協議により分割で

きることを明文化する。 

 ただし、協議が調わない又は協議することができない

場合は、各共同相続人は他の共同相続人の利益を害する

おそれがある場合を除き、家庭裁判所に遺産の一部につ

いて分割をするよう請求することができる。 

【相続開始後の共同相続人による財産処分】  

共同相続人の一人が遺産分割前に遺産に属する財産

を処分した場合に、処分をしなかった場合と比べて取得

額が増えるといった不公平が生ずることがないよう、是

正する方策を設ける（以下の 2案を提示）。 

（甲案）処分された財産も含めて遺産分割をすることが

できる。（乙案）民事訴訟で償金請求をすることができ

る。 

高齢者化率２７．７％と過去最高 

           

総務省は、「敬老の日」にちなんで、高齢者（６５歳

以上）のすがたについて取りまとめ、公表した。 

総人口が２１万人減少する一方、高齢者は５７万人

増加し、総人口に占める高齢者人口の割合は２７．７%

と過去最高を更新。９０歳以上の人口は、初めて２０

０万人を超えた。 

世界と比較すると、平成２９年の高齢者の総人口に

占める割合は日本（２７．７％）が最も高く、次いで

イタリア（２３％）、ポルトガル（２１．５％）、ドイ

ツ（２１．５％）、フィンランド（２１．２％）と続く。

この高齢者化率の推移は、各国とも年々上昇傾向だ。 

また、高齢者の趣味・娯楽は、「園芸・庭いじり・ガ

ーデニング」が最も高く、男女別では、「写真の撮影・

プリント」、「日曜大工」などが男性に高い一方、「園芸・

庭いじり・ガーデニング」、「編み物・手芸」などが女

性に高い。 

若い世代の利用が多いと思われがちなネットショッ

ピングは、高齢者でも利用が増えており、高齢者世帯

がネットショッピングを利用した世帯割合は、平成２

８年では１４．３％と、１８年（４．９％）からの１

０年間で２．９倍となった。 

敬老の日にちなんでは、東京都も高齢者人口の概要

を公表しており、東京都の高齢化率は２３．３％と過

去最高を更新。区部の高齢者人口が初めて２００万人

を突破し、２０年前と比べて１．７倍増となった。 

 

民法（相続関係）等の改正に関する追加試案 

           

 相続法制の見直しに向けて審議を行っている民法

（相続関係）部会は、「中間試案後に追加された民法（相

続関係）等の改正に関する試案（追加試案）」を公表し、

平成 29年 9月 22日まで意見募集を実施している。 

これは、昨年 6月に公表した中間試案において、遺

産分割に関する見直し案（配偶者の相続分を一定の条

件で引き上げる案）に対する反対意見が多数を占めた

ことから、それに代わる新たな配偶者保護策や、昨年

12月の最高裁決定（預貯金債権について遺産分割の対

象となる旨を判断）を踏まえた新たな方策を含めたも

のとなる。主な概要（遺産分割等に関する見直し部分） 
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